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外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究 

 

研究代表者 川野 健治  立命館大学 総合心理学部 教授 

 

研究要旨： 

【目的】本研究は、少子高齢化の進むわが国において健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体

的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、それらに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。 

【方法】遺族への心のケアに関しては、文献的検討および、多分野の研究協力者による研究会を

開催した。外因死の背景要因の究明に関する研究では、平成 21 年度「不慮の事故死亡統計」の概

況（厚生労働省）、東京都監察医務院の検案統計、川崎市における外因死の人口動態統計の分析に

よる探索的検討、生活困窮者の死因・自殺・不慮の事故の文献的検討を行い、多分野の研究協力

者による研究会を開催した。さらに、ウエブサイトの構造および内容の検討を行った。並行して、

基礎調査の報告書及び調査方法・調査項目について、女性の自殺事例について学際的視点を導入

しつつ検討し、東京 23 区における女性自殺既遂事例 15 例から、特徴的な経緯を呈していると考

えられた 4 つを呈示した。また、東京都監察医務院の検案調書のなかで特に外因死の特徴を整理

した。 

【結果】遺族への心のケアに関する研修プログラムの開発については、犯罪被害、交通事故、自

然災害、自殺について、それぞれが独自の経緯を経て、マニュアルの整備、被害者支援、セルフ

ヘルプグループの立ち上がりとその支援、あるいは研修制度の整備が進んでいることが確認され

た。監察医務機関がない地域における外因死の背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関す

る研究では、外因死の情報が、（１）警察署の保有する異状死データ、（２）人口動態統計、（３）

救急搬送の不搬送事例、（４）救急搬送後の外因死事例、（５）市内医師の検案事例、（６）生活保

護停止事例、（７）自殺統計原票などがあり、外因死は、不慮の外因死（交通事故、転倒・転落、

溺水、煙・火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他）とその他及び不詳の外因死（自殺、

他殺、その他及び不詳の外因死）にあることが確認され、ここから対策構築可能で情報収集の可

能な範囲の特定が重要と考えられた。また、情報提供のためのウエブサイトにおいては、外因死

は予防可能であるというメッセージを中心において構築することが重要であること確認された。

監察医務機関のある地域における外因死要因および遺族支援ニーズの究明については、既存の調

査方法について、（１）評価できていない診断疾患の追加、（２）家庭内の問題の分節化、（３）幼

少期の逆境体験及びトラウマ体験に関するデータ収集、（４）女性のライフイベントに伴うリスク

の評価、という課題が明らかにされた。自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援における監察

医務院の役割の提言については、外因死に関連した諸問題と遺族支援について，特に，薬毒物に

よる自殺，妊産褥婦死亡，若年層の自殺などが早急に調査するべき課題として上げられた． 

【結論】外因死の背景要因とその遺族への心のケアについて、現状の把握と課題の整理が行われ

た。今後は各分担研究が連携しつつ、外因死の身体的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、

それらに対応した施策を講じる基盤整備および政策への提言を行っていくことが重要である。 
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Ａ．研究目的 

本研究は、少子高齢化の進むわが国において

健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体的・

精神的・社会的背景要因を明らかにして、それ

らに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。平成

28 年度にはこれまで取組んできた自殺の実態

調査との異同を把握し、論点を明確にすること

ができた。これを受けて平成 29 年度には、外

因死の背景となる身体的・精神的・社会的要因

の分析と遺族ケアの方法を確立し、条件の異な

る自治体においても実施可能な提言としてま

とめる。 

 

Ｂ．研究方法 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発では、犯罪被害、交通事故、自然災害、

自殺の４つの領域についての文献的検討を行

った。また、他分野の研究協力者による研究会

を開催した。 

監察医務機関がない地域における外因死の

背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究では、外因死の定義及び外因死の状況

から、本研究の対象とする外因死の範囲の検討

を行った。次に、平成 21 年度「不慮の事故死

亡統計」の概況（厚生労働省）、東京都監察医

務院の検案統計、川崎市における外因死の人口

動態統計の分析による探索的検討、生活困窮者

の死因・自殺・不慮の事故の文献的検討を行っ

た。また、多分野の研究協力者による研究会を

開催した。さらに、外因死についての社会への

啓発を行うためのウエブサイトの構造および

内容の検討を行った。 

監察医務機関のある地域における外因死要

因および遺族支援ニーズの究明については、女

性の自殺事例について分析が試みられた平成

26年度及び平成 27年度の基礎調査の報告書及

び調査方法・調査項目について、学際的視点を

導入しつつ検討を行った。また、平成 26 年 6

月より東京都監察医務院との連携により収集

された東京 23区における女性自殺既遂事例 15

例から、女性の自殺について、特徴的な経緯を

呈していると考えられた事例を 4 つ提示し、検

討した。 

自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援に

おける監察医務院の役割の提言では、東京都監

察医務院の検案調書のなかで特に外因死につ

いて調査を行った。 

（倫理面への配慮） 

倫理面への配慮を要する調査を行う場合は、 

疫学研究に関する倫理指針を踏まえて実施す 

るものとし、必要に応じて研究分担者の所属 

する機関の倫理審査委員会の承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

１）遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発 

 外因死の中では、遺族へのケアの研究や体制

整備が進んでいると考えられる犯罪被害、交通

事故、自然災害、自殺について、それぞれが独

自の経緯を経て、マニュアルの整備、被害者支

援、セルフヘルプグループの立ち上がりとその

支援、あるいは研修制度の整備が進んだことが

確認された。国と民間、あるいは複数の支援組

織間の連携が必要である。また、実際に支援が

必要な人のニーズを考えていくのであれば、現

状の被害者支援という枠組みから漏れてしま

う遺族について検討することが重要である。 

２）監察医務機関がない地域における外因死の

背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究 

 川崎市の死因究明は歴史的に神奈川県方式

に依存しているが、全ての地域住民を対象とし

た地域包括ケアシステムの構築や自殺対策の
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発展のために、川崎市の資源を活用した死因究

明制度を提案していくことが求められる。外因

死の情報は、（１）警察署の保有する異状死デ

ータ、（２）人口動態統計、（３）救急搬送の不

搬送事例、（４）救急搬送後の外因死事例、（５）

市内医師の検案事例、（６）生活保護停止事例、

（７）自殺統計原票などがあり、外因死は、不

慮の外因死（交通事故、転倒・転落、溺水、煙・

火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他）

とその他及び不詳の外因死（自殺、他殺、その

他及び不詳の外因死）に分けられるが、このう

ち、外因死の防止に向けての対策構築の可能な、

また、情報収集の可能な範囲を特定することが

必要である。それを考慮すると、外因死の中で

も頻度の高い不慮の外因死と自殺が対象にな

るだろう。ウエブサイトにおいては、外因死は

予防可能であるというメッセージを中心にお

いて構築することが重要である。 

３）監察医務機関のある地域における外因死要

因および遺族支援ニーズの究明 

調査方法・項目について、（１）評価できて

いない診断疾患の追加、（２）家庭内の問題の

分節化、（３）幼少期の逆境体験及びトラウマ

体験に関するデータ収集、（４）女性のライフ

イベントに伴うリスクの評価、という課題が明

らかにされた。追加が検討されるべき調査項目

は、中高年男性以外に焦点をあてた診断疾患に

関する項目、自殺者とアルコール関連問題を抱

えていた家族との関係性や、そのアルコール問

題に付随する他の問題（DV や虐待、離別など）

との関係性に関する項目、自殺者の人間関係や

家族関係を評価する項目、ACEs やトラウマ体

験の関連項目、女性のライフイベントに関連し

た孤独感などに関する項目である。また、それ

らの情報を収集するための調査対象の見直し

や、定性的情報を分析するための研究デザイン

の改変の必要がある。 

４）自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援

における観察医務院の役割の提言 

外因死に関連した諸問題と遺族支援につい

て、特に、薬毒物による自殺，妊産褥婦死亡，

若年層の自殺などが早急に調査するべき課題

として上げられた。その中で、薬毒物による死

亡は、自殺のみならず、不慮の事故、その他及

び不詳の死に分類されるものもあり、致死的中

毒例を外因死全体から抽出するべきであるこ

とが明らかとなった。同様に、妊産婦死亡や若

年層の自殺についても、精神保健的遺族支援の

必要性があると考えられた。 

 

Ｄ．考察 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発については、犯罪被害、交通事故、自然

災害、自殺の現状を整理したが、本研究班が取

り扱う外因死の範囲の中での活用のための課

題の整理が必要となる。他方で、「被害者支援」

といった制度のなかで、加害者遺族が看過され

るなど制度の狭間で支援が非連続であること

を考慮すると、むしろ外因死遺族全般を意識し

た研修の整備も一つの方向性である。 

監察医務機関がない地域における外因死の

背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究においても、いずれの外因死に目を向

けるかは論点の一つとなった。外因死の防止に

向けての対策構築の可能な、また、情報収集の

可能な範囲を特定することも必要である。それ

を考慮すると、外因死の中でも頻度の高い不慮

の外因死と自殺が対象になると考えられた。 

監察医務機関のある地域における外因死要

因および遺族支援ニーズの究明では、わが国の

自殺研究・対策において、重要な課題でありな

がら看過されてきた女性の自殺の実態とその

精神保健的社会的背景・特徴を明らかにするこ

との重要性が確認された。 

自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援に

おける監察医務院の役割の提言では、薬毒物に

よる自殺，妊産褥婦死亡，若年層の自殺に焦点

をあてた分析の必要性が確認された。  

これらの研究班が連動して、効果的に外因死

の背景要因とその遺族へのケアの必要性を明

らかにしていくことが重要であると考えられ

た。 

Ｅ．結論 

遺族への心のケアに関する研修プログラム
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の開発、監察医務機関がない地域における外因

死の背景となる精神保健的・社会的要因の究明

に関する研究、監察医務機関のある地域におけ

る外因死要因および遺族支援ニーズの究明、自

殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援におけ

る監察医務院の役割の提言の４つの分担研究

をとおして、外因死の背景要因とその遺族への

心のケアについて、現状の把握と課題の整理が

行われた。今後は各分担研究が連携しつつ、外

因死の身体的・精神的・社会的背景要因を明ら

かにして、それらに対応した施策を講じる基盤

整備および政策への提言を行っていくことが

重要である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 
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